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学校法人国際学院
理事長　大野　誠　殿

国際学院創立50周年記念事業募金の趣旨に賛同し、下記のとおり寄付を申し込みます。

〒

〈国際学院使用欄〉 №

　※該当する□枠にレ印をお願いいたします。 振込・持参予定日

部署名 役職名 芳名

芳名帳等へ
お名前の掲載の

可否

　□受配者指定寄付金制度を利用する。

　□特定寄付金制度を利用する。

※裏面の法人様からのご寄付に
　　ついてをご覧ください。

　□希望する　　　　　　　□希望しない

寄付金の取扱方法

平成　　　年　　　月　　　日
入金方法

□郵便局振込　　□銀行振込　　　□現金

申込日 平成

（フリガナ）

ご連絡
担当者

ＴＥＬ ＦＡＸ

代表者
役職及びご芳名

法人等の所在地

印

フリガナ

フリガナ

学校法人国際学院創立50周年記念事業寄付申込書（法人・団体用）

申込金額 金 円也

法人等の名称

年 月 日



法人様からの寄付について 

法人寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入できます。 

損金算入にあたっては、以下の 2種類があります。 

①『特定寄付金（寄付金の一定の限度額まで損金に算入することが可能）』 

②『受配者指定寄付金（寄付金の全額を損金に算入することが可能）』 

 

■今回のご寄付が、貴社の損金枠内で賄える場合 

①『特定寄付金』でお申し込みいただきますと、「領収書」と「特定公益増進法人証明書（写）」

にて減免税のお手続ができ、比較的短時間での事務処理が可能となります。 

 

■今回のご寄付が、貴社の損金枠を超えてしまう等の場合 

②『受配者指定寄付金』でお申し込みされますと、全額を損金扱いとすることが可能となります。

ただし、この場合、別途「日本私立学校振興・共済事業団」（以下「事業団」）経由の取り扱い

が発生し「事業団」が発行する「寄付金受領書」がお手元に届くまで、ご入金から約 1 ヶ月半

程度を要することを、あらかじめご了承ください。 

 

① 特定寄付金 （寄付金の一定の限度額まで損金に算入できます） 

1.ご返送いただく書類 ⇒ 国際学院所定の「寄付申込書（法人・団体用）」（様式 1-2） 

2.様式 1-2の「寄付金の取扱い方法」欄には、「特定寄付金制度」に レ印 をお付けください。 

3.「領収書※1」と「特定公益増進法人証明書(写)※2」によって、特定寄付金としての取扱いができ

ます。 

※1 国際学院所定の「振込用紙」でお振込みいただいた場合は、「払込金受領書」をもって、学院

が発行する「領収書」に代えさせていただきます。本学院からはあらためて「領収書」を発

行致しませんので、あらかじめご了承ください。 

※2「特定公益増進法人証明書（写）」は、寄付金が国際学院に入金され次第お送りいたします。 

 

 特定寄付金の場合の損金算入限度額  

損金算入限度額＝（①資本基準額＋②所得基準額）×1/2 

①資本基準額＝期末の資本金額及び資本積立金額の合計額×事業年度月数÷12×2.5/1,000 

②所得基準額＝その事業年度の所得金額×5/100 

 

② 受配者指定寄付金 （寄付金の全額を損金に算入できます ） 

1.ご返送いただく書類 ⇒ 国際学院所定の「寄付申込書（法人・団体用）」（様式 1-2）及び事業団宛

の「寄付申込書」（様式 1-1） 

2.様式 1-2 の「寄付金の取扱い方法」欄には、「受配者指定寄付金制度を利用する。」に レ印 をお付

けください。 

3. 事業団宛の「寄付申込書」(様式 1-1)の「寄付金の額」欄には、今回ご寄付いただく寄付金額をご

記入ください。 

4. 減免税手続には、事業団が発行する「寄付金受領書」が必要となります。発行され次第、本学院

より送付いたします。 


